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「年収の壁・支援強化パッケージ」のご案内「年収の壁・支援強化パッケージ」のご案内
　「もっと働きたいけれど、年収が一定の水準を超えると年金や医療など社会保険料の負担が発生して手取り

収入が減ってしまう」「年収が増えると扶養から外れてしまう」といった理由で、働き過ぎないようにしてい

る方もいる中、年収の壁に対する支援強化パッケージを活用することで、パートやアルバイトの方が就労時

間等を意識せず働くことができます。

支援強化パッケージに関する

詳しい情報はこちら



まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、
これまでどおりの医療を、あなたに。
今年の12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。
また、今お持ちの保険証は、有効期限まで最大１年間、利用できます。
有効期限が切れる場合でも、必要な方には資格確認書が交付されます。

マイナ保険証をお持ちでない方 申請不要で資格確認書をお届けします。

新たに後期高齢者になった方 申請不要で資格確認書をお届けします。※来年7月末まで

マイナ保険証での受診が困難な方
（ご高齢の方・障害をお持ちの方など） 申請いただくことで資格確認書をお届けします。

診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、
便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。

さらに詳しい情報は
こちらから検索→
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お問合せ・申込みは、あわら市商工会までお電話下さい。あわら市市姫一丁目9-21　ＴＥＬ７３- ０２４８

このページは商工会の会員専用です

労働保険の手続はおすみですか？
　労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したもので、正社員、パー
ト、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、ひとりでも労働者を雇用
している事業主は、労働保険に加入する義務があります。
　労働保険の加入手続き、労働保険制度についてのご相談はお気軽に 
どうぞ↓

三国公共職業安定所　電話　０７７６－８１－３２６２
福井労働基準監督署　電話　０７７６－５４－７７２２

申込みはお済みですか？（容器包装のリサイクル）
～令和７年度の再商品化委託申込受付中～申込期間：令和７年２月１４日（金）まで

　容器包装リサイクル法（以下「法」という。主務省庁：環境省・経済産業省・財務省（国税庁）・厚生労働省・
農林水産省 ）により、

●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、ＰＥＴボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者（容器や包装が付いた商品の輸入等）
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など

　上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化（リサイクル）の
義務を負う可能性があります（但し、小規模事業者は除きます）。
※ 【再商品化（リサイクル）の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイク

ル協会コールセンターにご相談ください。
　なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成 12 年 4 月の「法」の完全施行
時まで遡及して義務を履行していただく（再商品化委託申込を行っていただく）必要がありますのでご注意ください。
●法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
　公益財団法人日本容器包装リサイクル協会　コールセンター　　　　　TEL：03-5251-4870
●委託申込関係書類の請求は、
　公益財団法人日本容器包装リサイクル協会　オペレーションセンター　TEL：03-5610-6261
●協会ホームページ URL：https://www.jcpra.or.jp
　“リサイクル協会”で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。
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中退共 検索

◆ 掛金の一部を国が助成

◆ 掛金は全額非課税
　 手数料も不要

◆ 外部積立型なので
　 管理が簡単

◆ パートさんの加入もOK

（独）勤労者退職金共済機構
 中小企業退職金共済事業本部

詳しくはホームページへ

働くみんなに、
今こそ確かな安心を。

中小企業

退職金

共済制度
TEL.03-6907-1234  FAX.03-5955-8211


